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　　　・・Gh。。t　marri。ge・・i・a・u・t・m　whereby・deceased　pers・n　i・marri・d　t…m・・ne　else　by

the　former’s　relatives　or　other　related　persons．　This　custom　is　based　on　a　particular

。i。w。f　the　spi。itual　w・・ld　i・whi・h　th・deceased・・nti…t・live　as　spi・itual　b・i・gs・

and　in。。me　cases，　m。y　wi・h　t・marry．　Thi・i・a・u・t・m　preval・nt　in　regi・n・th・・ugh・ut

th。　w。。ld，　and　i、　u。ually　referr・d　t・a・“gh・・t　marri・g・”in・ultu・al　anth・・P・1・gy・In

Ea、t　A。ia，　sch。lars　have　l。ng　k・・wn　ab・ut　th・Chinese　cu・t・m・f“ming－hu・n”・・“h・ll

marri。g，・，　whi・h　was　s・wid・ly　p・a・ticed　th・t　it　w・・n・t　p・ssibl・t…nd・・t　re・earch°n

th。　f。mily。。　hi。t・・y・f　marri・g・with・ut　referri・g　t・this　c・・t・m・S・bseq・・ntly，　it

became　known　that　the　custom　of　ghost　marriage　was　widely　present　in　scattered　regions

b。th　in　th。　Okinawa　regi。n・f　J・pan　and　i…　uth　area・・f　K・rea・It　w・・her・th・t

the　path　was　paved　for　conducting　comparative　research　of　thls　custom　ln　varlous　reglons

throughout　East　Asia．

　　　　Alth。ugh、ub・um・d　under　the　si・g1・rub・i・・f“gh・・t　marri・g・”・this　cu・t・m　t・kes°n

。my。i。d。f　diff。・ent　f・・m・d・p・ndi・g・n　th・　regi・n　and　peri・d　i・hi・t・・y・and　is　extrem・ly

varied．　Thus，　the　scope　of　this　paper　will　be　restricted　to　certain　limited　features，

。。ncerning　whi。h，　first，　th・p・ttern・in　China　and　J・pan　will　be　sk・t・h・d・f・11・w・d

by　a　rep。・t・f・ase・・bt・i・・d　th・・ugh　fi・ldw・・k　i・・a・i・u・regi・n・・f　K・rea・M・「e°ve「・

in　order　to　determine　how　these　customs　of　East　Asia　are　mutually　related，　a　comparlson

and　analy。i、　h。。　been　att・mpt・d　f・r　ea・h・f　th・f・atures　under　c・n・id・rati・n・Th・

features　selected　are　as　follows：（1）the　purpose．and／or　motivation　for　ghost　marrlage，

（2）the　exi，t。nce。f　a　rel・ti・n・hip－・u・h・・b・i・g　l・vers・・b・t・・th・d－b・tween　th・

P。。ties（i．，．　th。　n・wlyw・d・）pred・ti・g　d・ath，　and　th・d・ad／li・i・g・t・t・・f　th・b・id・／

b。id。g。。。m（i．・．　th・three　cases・b・th　d・ad，　li・i・g　9…mwith　d・ad　b・id・…d・ad　g・・°m

with　li。i。g　b。id，），（3）f・・m・f　w・ddi・g・itual　and　it・m・・ter・f　cerem・nies（・・9・in・・lve－

ment　of　a　shaman）．

　　　　With　resp。，t　t。　th・fi・・t　f・at・re，　P・・p・se　and　m・ti・ati・n，　three・types　w・re　rec・9・ized・
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i）mourning　in　order　to　appease　the　spirit　of　the　dead　and　to　lift　its　curse；ii）ascension

もoancestor　spiri卜which　tries　to　raise　the　status　of　the　deceased　from　simply　a　spirit

t・th・・pi・it・f　an　ancest・・w・・thy・f　w…hip；iii）est・bli・hm・nt・f　an　h・i・th・。ugh

adoptio卜the　couple　united　through　ghost　marriage　adopts　a　personwho　is　made　an　heir．

The　first　type　is　prevalent　throughout　East　Asia，　particularly　in　southern　China，

T・iwan　and　th・K・rean　P・nin・u1・．　The　sec・nd　typ・i・f・und　i・・a・i・us　regi。n，

throughout　China　and　Cheju　Island　of　Korea．　Finally，　the　third　type　was　observed

only　in　northern　China　and　in　Cheju　Island　of　Korea．

　　　　Turning　next　to　the　parties　to　marriage　which　is　the　second　feature　under　discussion，

the　cu・t・m・・f　Ea・t　A・ia・an　be　r・ughly・lassifi・d　int・tw・・at・g・・ies　i）th・se　p。ssess－

ing　kin　and　ii）those　without　kin．　These　two　categories　can　respectively　be　further

・ubdi・id・d　i・t・three　types　a）b・th　d・ad　b）li・i・g　9…mwith　d・ad　b・ide　c）d・ad　g。。。m

with　living　bride．　In　the　case　of　the　category　i）those　possessing　kin，　a）is　found　in

th・Okinawa　regi・n　gf　J・pan　a・d　th・・ugh・ut・ll・f　China，・）i・・bserved・・1・ly　i・

n・・thern　China・A・f・・the　se・・nd・at・g・・y　ii）th・se　with・ut　kin，　a）i・p。a，ticed

throughout　Korea　and　northern　China，　c）　is　distributd　throughout　southern　China　and

Taiwan．　In　sum，　significant　regional　variation　was　observed．

　　　　Finally，　with　respect　to　the　third　feature，　which　concerns　the　ritual　itself，　the

tw・maj・・typ・・disc・vered　were　1）th・se　val・・ing　th・a・hes　and　2）th・se　val・・i・g　th。

memorial　tablet，　the　main　point　of　consideration　here　being　whether　or　not　a　shaman　is

i…lved・・am・・t…fcerem・ni…　A・f・・th・g・・9・aphi・al　di・t・ib・ti・n，　th。　typ。1）

・a1・・ing　th・a・hes　w・・disc・ve・ed　in　Ch・j・1・1・・d　and　the　s・uth－western　regi。n。f　th。

P・ni・・ul・in　K・rea・Oki・awa　regi・n　i・J・pan，　and　in　n・rthern　China．　Th。　typ。2）

valueing　the　memorial　tablet　was　found　only　in　Taiwan　in　China．　The　involvement　of

・haman・w・・n・ticeabl・th・・ugh・ut　the　regi・ns　st・di・d，　with　the　s・le　excepti。n。f。。。thern

China　and　Cheju　Island　of　Korea，　where　the　shaman’s　involvement　was　not　necessarily

extenslve．

　　　1・・um・・1th・ugh　the　cu・t・m・f　gh・・t　m…i・g・i・p・a・ticed・xt・n・ively　th・。ugh。ut

East　Asia，　by　presenting　the　above　information　in　a　table，　it　becomes　evident　that

th・r・are　p・・f・und・・gi・nal・a・i・ti・n・i・th・p・・ti・ul・・f・・m・f　th・・itual　p。a。ticed．

In　other　words，　there　are　substantial　geographical　variations　in　the　views　held

concerning　the　spiritual　world，　which　forms　the　basis　of　the　custom．
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はじめに

　「死霊結婚」とは，人の死後，その遺族ないし関係者が死者をして結婚させる習俗をいう。もと

より，人は死後もなお霊的存在として活動をつづけ，場合によっては生前同様結婚を望むものだと

する死霊観・他界観に基づくものである。この習俗は世界各地に分布しており，文化人類学では一

般に“ghost　marriage”と呼び，他に“spirit　marriage”，“posthumous　marriage”，“hell　marriage”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミンフン
などの用語も見られる。東アジアでは中国漢人社会における「冥婚」という語が早くからよく知ら

れている。中国では，さらに冥契，冥配，幽婚，鬼婚，配骨，陰親，陰婚等．この習俗に対する呼

称はきわめて多く，地方的呼称まで数え上げれば十数個．あるいはそれ以上にも達するであろう。

韓国でも死後結婚，死後婚．死婚．魂碗婚姻，“チュグンホニン”（奇名尋虹，「死んだ〈人の〉婚

姻」の意），“チュグンホンサ”（奇名喜神，「死んだく人の〉婚事」の意）等，多くの呼称が分布し

ている。日本では，この習俗自体が濃密とはいえず，呼称上も沖縄地方における“グソー・ヌ・ニービ

チ”（「後生の婚礼」の意），“トートーメ・ニービチ”（「位牌婚礼」の意）がわかっているにすぎない。

　この習俗に対する学術用語としても，日本では中国の「冥婚」をそのまま借用したり，少し形を

変えて「冥界婚姻」と命名したり，あるいは“ghost　marriage”を「亡霊結婚」「死霊結婚」と翻

訳したりして必ずしも一定しているとはいえない。韓国でも状況は似ていて，学術用語が確立され

ておらず，民俗語彙たる「死後結婚」や「死後婚」などを援用する者が多い。本稿は，韓国の習俗

を中心にして中国・日本等東アジア諸国の事例を取り上げようとするもので，文化人類学における

“ghost　marriage”と対応させつつ「死霊結婚」の用語を採用することにする。

　さて，死霊結婚の習俗については，現在まですでに多くの研究が蓄積されている。とくに中国の

「冥婚」は，20世紀の初め以来日本人にも注目され，この国の家族制度や婚姻史などの考究にあたっ

ては，この習俗に触れない者はないというほどの盛況を呈した。初めは文献資料によるものが多かっ

たが，次第に中国各地の実地見聞や現地調査に及んでいった。そして死霊結婚といえば「冥婚」を，

「冥婚」といえば中国を想起させるような情勢さえ形成されたのである。ところが，死霊結婚の習

俗はやがて日本や韓国にも伝承されていることが判明してきた。日本では沖縄地方と山形県・青森

県など，すなわち西南日本と東北日本の両地域に，また韓国では江原道．慶尚道，忠清道，全羅道，

済州道等，主として朝鮮半島の中部以南各地に濃く分布していることが報告されたのである。ここ

に東アジアにおける死霊結婚に対して比較研究の途が開かれたわけである。

　もちろん同じく死霊結婚とはいえ，中国の国内においてさえ時代により地域によってその様態は

きわめて多様であり，ひいて東アジア諸地域における変異はより一層複雑なものがある。したがっ
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て，これらを比較研究するといっても，その方法が確立されているわけではない。そこで本稿では，

一つの方法として死霊結婚に関して若干の項目，すなわち，（1旧的・動機，②新婚者たる男女両名

の関係・状態，③儀礼の内容・主宰者という3項目を掲げて，まず中国と日本の習俗について従来

の研究・報告等を要約・概観し，次いで韓国において筆者が調査した事例を紙面の許す限り提示し，

それらを各項目ごとに整理し，もって東アジアにおける死霊結婚の位相について考究してみたい。

1．中国の死霊結婚

（1）死霊結婚の目的・動機

　①　慰霊と解寛……人の死に対して悲しまぬ者はない。とりわけ天折者や未婚死者に対しては，

その両親・近親者たちが悲嘆にくれ，憐慰の情を催すのは人情の当然であって，いきおい死霊の慰

撫を図ろうとすることになる。すなわち死霊結婚の目的ないし動機がまずもってこの辺にあったこ

とはいうまでもなかろう。

　中国東北部，旧満州の各地において家族制度の慣習を調査した千種達夫は，同地方に見られる死

霊結婚（冥婚）の動機について，

　　「父母は，子女を死後孤魂でないようにしてやるため」

　　「地下の憐れな男女の魂を慰めるため」

　　「結婚せずして死亡した子女を可哀そうだとする親の情から」

　　「死んだ子が一人で可哀そうだから」

などと報じている〔千種　1964：633，821，1965：140，1967：101〕。この事例のインフォーマン

トたちは華北の山東・山西・河北等各省から移住してきた漢人の子孫たちで，故郷の習俗を持ち込

み，現に伝承していると見られる。したがって，慰霊を目的とする「慰霊型」の死霊結婚は，元来

華北に広く分布していたものと考えられよう。

　ところで，このような死霊は現世になおも強い未練・怨恨を遺しとどめたままであって．事ある

ごとに遺族たちに近づいては崇りをすると恐れられ．単なる慰霊に終わらせずに解冤のための儀礼

を催すこともある。早く宋代の文献，康誉之のr昨夢録』〔陶宗儀編　順治4年＜1647＞　r説郭』

第35巻所収〕に，「北俗」として次のような一文が紹介されていた。すなわち，

　　「不如是，則男女或作崇．見穣悪之　，謂之男祥女祥鬼」〔是の如く（筆者注，冥婚）なさざ

　れば，男女或いは崇りをなし，機悪の　をあらわす。これを男祥・女祥鬼と謂う〕

　ここに崇りを追い払うべく，解冤を目的とする「解冤型」の死霊結婚が行われていたと見られる。

この「北俗」とは華北の習俗を意味したものであろうが，あるいは漢人ではなくて「北狭」のもの

を指したのかもしれない〔馬　1979：173－174，1981：193－194〕。

　未婚の孤霊が激烈な崇りを働くとは，むしろ華南方面において深刻だったようである。たとえば

福建省では，

　　「死んだ子女の一縷の孤魂は寄る辺なく宙に迷い，家祭にも祖廟にも祭られない。殊に魂碗が

　化けて崇りをする」〔井出　1935：24－25〕。

といい，また台湾では，

　　「相信一個人死了，尤其是天折的人，若是没有人供奉，就変成孤魂野鬼，到処瓢泊作崇，……」
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　〔一人の人が死に，とりわけ天折者で，もしも供奉する人がなければ，すなわちくその死霊は〉孤魂野鬼

　に変成し，到る処に瓢泊して崇りをなし，……と相信ずる〕〔1玩　1977：16〕

とか，

　　「死霊が自己の祭杷を永遠に引き受ける者を要求するためにその家に対し種々の禍いをなし，

　病気または災厄が一家を不運ならしめるという」〔鈴木　1934：198〕

などと伝承している。このような怨霊の鎮撫に卓抜した効果をもたらすのが死霊結婚にほかならな

いと信じられ，「解冤型」の習俗が形成されたのである。

　②祖霊昇格……中国では古来一定の年齢に達し，あるいは結婚した者をもって成人と見なし，

成人の死者にだけ正式の葬祭を挙げる慣習であった。そのため天折者・未婚者には葬儀を全く催さ

ないか，催しても略式で済ませるかして祖墳に埋めず祖廟に祭らないのであった。

　華北においては，このような状況は近年でも顕著で．たとえば河北省順義県沙井村という農村に

は，

　　「少亡無妻者，不能入攻」〔少亡・無妻者は攻に入れることあたわず〕〔中国農村慣行調査刊

　行会　1952：263下段〕

の語が伝えられており，祖攻（祖墳）に入りうるのは既婚成人者に限られていることがわかる。し

たがって未婚死者は通例「寄埋」（河北省樂城県寺北柴村〔同上　1955a：143－144〕），「寄葬」

（山東省歴城県路家荘〔同上　1955b：362下段〕）．すなわち仮埋葬にしておき，後日の本葬や移葬を

待つのである。しかし，結婚さえすれば成人と認められ，正式の葬祭が受けられるようになるので，

　　「本来ならば祖攻に入る資格のない未婚天亡の子に死者同士の婚姻を結ばせることによって，

　これを人為的に成年とし，もって祖攻に入るの幸を浴せしめることがしばしば行われた」〔滋賀

　1967：376〕

と指摘されるに至ったわけである。死霊結婚によって祭られない死霊から祭られる祖霊へと昇格を図っ

たものであり，この種の習俗を「祖霊昇格型」と呼んでおこう。

　このような「祖霊昇格型」の死霊結婚は台湾ではきわめて一般的である。この島では，未婚天亡

　　　　　　　コニユ　の女霊は通例「孤娘」と呼ばれて家の大きな恥とされ，遺骸は適当な場所にそっと埋められ，その

位牌（「神位」「神位牌」「霊位」などと呼ぶ）は部屋の隅や台所の背後など人目につかない所に

ひっそりと置いておく風習である〔婁　1968：24，Jordan　1972：142，　Wolf　1974：149〕。

中には若干の金銭を投じて，天折した女霊のために「菜堂」「菜廟」と呼ばれる堂廟を建て，そこ

に「孤娘」の神主牌を安置しておくような風俗も見られる〔1玩　1977：16－17〕。同じく台湾でも，
ハツカ

客家〔福建省泉州・潭州から移住してきた閾系の「福倦人」に対し，主として広東省内各州から移住し

てきた漢族の一下位集団〕では，早天の女子に対してはその骨灰や霊位を「斎堂」に納めておくとい

う〔同上　17〕。そんな位牌は死霊結婚によって初めて男家の「正庁」に移され，その家の祖先た

ちと並んで杷られ〔Jordan　1972：146　一　147，玩　1977：20　一　21，32，中田　1979：7－13〕，こ

こに漸く正式の祭杷を享けうる死者となるのである。

　すなわち死霊結婚は，恐るべき崇り霊を穏やかな祖霊へと変え，遺族や関係者に災厄を加えかね

なかった邪霊から逆に愚恵をも期待しうる和霊へと質的転換を実現させるのである。と同時に．前

述の①慰霊・解冤の目的も併せ成就させることになる点を看過してはならない。

　③　入養・立嗣……中国では，ごく幼少な死者ならばともかく，ある年齢以上に達した未婚死者
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には養子を迎えて嗣子に立てる慣習が行われてきた。その入養・立嗣のためには死霊結婚を前提と

するとの観念が見られた。たとえば山東省歴城県冷水溝荘という村で，慣行調査に際して調査者と

インフォーマントとの間で次のような問答が交わされたことに注目される。

　　「陰親をして過継子をもらうのと，しないで過継子をもらうのとどちらが多いか」。

　　「陰親をしないで過継子をもらうことはできない」。

　　「陰親をすれば必ず過継子をもらうか」。

　　「然り」〔中国農村慣行調査刊行会　1955b：139中段〕。

　問答中，「陰親」とは死霊結婚を，「過継子」とは近親から迎える養子を指している。この村で

は，死霊結婚によって死児の養子，すなわち死児の親から見て孫を迎えられるという意味で，「死

児活孫子」という表現もあるそうである〔同上　87上段〕。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ　　ル　ビン　このような「入養・立嗣型」の死霊結婚は，旧満州恰爾浜地方や延吉地方の漢人社会でも見られ

たというから〔千種　1967：101，525〕，華北には広汎な習俗だったようである。

　南下して，華中にもこの種の慣習が行われている。たとえば，アンケートに対して漸江省平湖県

から次のような報告がなされている。

　　「蓋以不如是，則霊魂将無所依帰，不能入祠祭杷，且不能立後．一経冥配，即取得被継承人之

　資格，得為之立後也」〔けだし是の如くせざitLS’，霊魂まさに依りて帰する所なく，桐に入れて祭杷す

　ることあたわず，かっ後を立つることあたわざるを以てなり。ひとたび冥配を経れば，すなわち被継

　承人の資格を取得し，これが為に後を立つることを得るなり〕〔司法行政部　1930：1557－1558〕

　この文面によって，「冥配」（死霊結婚）が「立後」（入養・立嗣）の前提となっており，立後

は冥配なくしては不可能だということがわかる。

　さらに，華南にも同種の観念が分布していたようである。たとえばシンガポール華僑社会におい

て，広東省からの移民の間では死霊結婚の目的の一つに「息子の死後，孫を得るため」ということ

が挙げられている〔Topley　1955：29〕。まさしく前述華北の「死児活孫子」という観念と一致

している。

　しかし同じく華南でも，福建省からの移住の多い台湾漢人社会の間では．「訂婚」（「定婚」と同

じ。婚約のこと）後の男女がともに死亡したような場合を除いて，死霊結婚が必ずしも「過房子」

（「過継子」と同じ。近親から迎える養子）の前提とまで強く観念されてはいないようである。ただ

死霊結婚によってせっかく祖霊へと昇格し，正式の祭りを享ける資格を得たのだから，その祭りを

永く継承してもらうたあ，死霊結婚をしたその夫〔台湾では後述のように，「男生女死」の習俗が

卓越しており，夫は生者であるのが一般である〕が普通に結婚した妻との間に生まれた子の中から

「過房子」を求めようとする風俗は見られる。このとき複数の息子がある場合，一人息子の場合，

息子が生まれなかった場合など，状況に応じて養子の選び方にさまざまな変異が生ずるようである

〔玩　1977：21，32〕。いずれにせよ，このような習俗は，養子の前提としての死霊結婚というよ

りは死霊結婚の結果としての養子と見るべきであろう。

（2）新婚者両名の関係・状態

　①有縁者……死霊結婚を挙げる新婚者，すなわち新郎・新婦の両名が生前いかなる関係にあっ

たか，あるいはいかなる関係をも持たなかったかは死霊結婚それ自体の様態に大きくかかわってく
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る。どうしても新婚者である男女両名の関係なり状態なりを探っておかなければならないというわ

けである。

　そこで，新郎・新婦の両名が生前何らかの関係・縁故を有していた場合を「有縁者」と呼び何

らの関係・縁故をも有していない他人同士だった場合を「無縁者」としておこう。関係とか縁故と

かいえば，その第一に婚約が挙げられる。すなわち死霊結婚の新婚者が婚約中の男女という場合で

あり，これは事例としても東アジア諸地域に濃く認められる。次いで恋愛関係にあった男女，正式

の結婚を経ずに同居関係にあった男女（内縁関係の夫婦）．正式の結婚後に離婚してしまった男女

等も「有縁者」と見なされよう。

　中国では古来「定婚」（婚約）を重視し，その完了をもって結婚も同然と見なす風があった。そ

のため婚約後の死亡には当然結婚後と同じ扱いをしなければならないとの観念が秘められていた。

古くr周礼』の「地官媒氏」の項に，

　　「禁遷葬者与嫁膓者」〔遷葬する者と嫁膓する者とを禁ず〕

とあって，「嫁瘍」（天折者の死霊結婚）も禁じられていた。ところが，これに対する鄭康成の注

に，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いた
　　「膓者男女未冠笄而死可傷者，女子子許嫁不為膓也」〔瘍は男女未だ冠笄せずして死し傷むべ

　きもの，女子・子（筆者注，男子）許嫁すれば瘍と為さざるなり〕〔『十三経注疏』「周礼」巻14〕

とあって．男女ともに「冠笄」（成人式），「許嫁」（婚約）の後は「瘍」（天折）とはせず，ひい

て「嫁瘍」（天折者の死霊結婚）の禁令にも触れないと述べている。

　ところで，有縁者・無縁者といっても．新婚男女の死亡にいくつかの状態が認められる。すなわ

ち，有縁者・無縁者のいずれにも（a）男女双方とも死亡（▲一●で表現する），（d）男は死亡，女は生

存（▲一〇で表現する），（cl男は生存，女は死亡（△一●で表現する）という3種類の状態が考え

られる。これら3種類の状態を有縁者と無縁者とに区分すれば，合計6種類の状態を数えることに

なる。このような新婚者の生死といったことも，実は死霊結婚の様態およびその分布状況に大きく

かかわってくるのである。まず，有縁者の場合を取り上げてみよう。

　（a｝男女双方死（▲一●）　前述のように婚約を結婚同然と見なす中国では，婚約後の男女両名

が同時に死亡したような場合，当然死霊結婚を導出することになる。中国の死霊結婚を全般にわたっ

て論じた宮林敏雄は，この種の事例は決して稀少なものではないと述べている〔宮林　1930：42〕。

また，台湾の事例を取り上げた中田睦子は，この類は中国大陸と台湾前期（1945年までをいう）に

見られ．台湾後期（1960年頃をいう）には行われていないとしている〔中田　1979：24〕。

　（b）男死女生（▲一〇）　中国では以前，婚約中の男が死ぬと，すでに結婚したのと同じだとし

て相手の女が未婚の夫の家に入り，彼のために生涯にわたって貞節を守る「過門守貞」という風俗

　　　　　　　　　　　　こしが見られた。「過門」とは「輿入れ」の意味で，死んだ夫と「沖喜」（「虚喜喜」の意という。すなわ

ち死霊結婚を指す）と呼ばれる婚礼を挙げるならわしであった。

　近来でも，そのような風俗を山東省恩県後夏塞という村では「望門寡」と呼び〔巾国農村慣行調

査刊行会1955b：452上段〕，また台湾では「守寡」と称して〔鈴木　1934：200－201〕，それ

ぞれ特殊な婚礼を催す習俗を伝承している。しかし，このような習俗を厳格に守ろうとする風潮は

次第に衰退し，近年はほとんど廃絶してしまったようである。たとえば前掲山東省冷水溝荘という

村では，婚約中の男が死ねばただ「退親」（婚約の解消）をするだけで．その女は改めて他の男を
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求め．これと結婚することになると述べている〔中国農村慣行調査刊行会　1955b：67中段〕。ま

た河北省寺北柴村でも，「婚書を交したからというので．結婚前に男が死んだ場合，操を立てる女

はないか」という調査者の問いに対して，村人からは「そんな姑娘はない」との答えが返ってくる

だけであった〔同上　1955a：147下段〕。こうして「過門守貞」に基づく死霊結婚が達成され

ないとなると，婚約したとはいえ，未婚のまま死んだ男は，婚約しなかった男同様，一旦仮埋葬に

付された上，後に死女を求めて彼女との死霊結婚を待たなければならなくなるわけである。

　｛c｝男生女死（△一●）　同じく婚約後の男女一方の死ながら，このタイプは（b｝男死女生よりも

死霊結婚に至る例が多かったようである。例えば前掲の冷水溝荘の村では，次のように伝えている

〔同上　1955b：67中段，104下段〕。すなわち，「定婚」（婚約）してから女が死んだ時は，婚

約した男と「陰親」（死霊結婚）さぜ女の遺骸は男の家の祖攻に埋める。その男はやがて別の女

と結婚するわけだから，墓は3人の合葬となり，男を真中にして，先妻を上手に．後妻を下手に埋

めることにする。すなわち，死霊結婚をした最初の妻を葬る時，やがてその夫，2番目の妻をいっ

しょに埋めることができるよう，あらかじめ墓穴の位置を考えておかなければならないというので

ある。このような墓は通例一夫二妻同穴で，夫の死体を真中にし，これを挟んで左右に妻2人を埋

めることとなり．これを「爽骨葬」「挟骨葬」（路家荘・後夏塞）〔同上　1955b：87中段，363上段，

444上段〕とか「挟葬」（寺北柴村）〔同上　1955a：142下段，159巾一下段〕などと呼んでい

る。

　このような（b）男死女生と〔c｝男生女死の関係について．宮林は前者は「その行われる数も少なくな

い」とするのに対して，後者は「可能である」とだけ述べている〔宮林　1930：42〕。また中田は，

（b｝．〔c）はともに｛a鵬女双方死のケースと同じく中国大陸と台湾前期に分布し，台湾後期には見られ

ないと述べ〔中田　1979：24〕，〔a｝，｛b｝，（c）の三者を同列に扱って区別していない。

　②　無縁者……全くの他人同士の死霊結婚を指し，この種のものも有縁者の場合と同じく，〔d）男

女双方死，（e）男死女生，（f）男生女死という3種類の状態が想定される。

　（d）男女双方死（▲＝●）　この型は，中国で「冥婚」その他の呼称で行われてきた死霊結婚の

基本をなすものと見られる。宮林も「正史より得たる資料は悉くこれに関するものであり，古代に

おいては死後婚はこの類型のみに限られており，他の類型のものはおそらく知られていなかったの

ではなかろうかと思われるほどに最も基本的であり，かつ最も頻りに行われるものである」とまで

述べている〔宮林　1930：42〕。ところが．中田はこの型は台湾では前期・後期ともに見られず，

中国大陸に特有のものとしている〔中田　1979：24〕。ここに同じく漢人社会ながらも，死霊結婚

の習俗にきわめて顕著な地域差が現われてくるのである。

　（e｝男死女生（▲一〇）　この型はきわめて稀にしか発生しないもののようで，宮林も「私は遺

憾ながら一つの事例をも持ち合さない。これは特殊の原因によりて存立することが不可能にして，

多くは乙類型〔筆者注，上述｛d》男女双方死〕に置換されるため」としている〔宮林　1930：42〕。置

換云々についてはなお問題が感じられるものの，この型がきわめて事例に乏しいものであることは

確実のようである。

　（f）男生女死（△＝●）　この型の死霊結婚は中国各地で時々は見られたようで，旧満州の漢人

社会で「嬰死婚」と呼ばれたもの〔千種　1964：633〕も，同種に属するようである。中国の「冥

婚」を解説した文の中にも，生きている男が死んだ女の「神位」と婚約・結婚の儀礼を挙げるもの
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があると記されている〔Couling　1917：334〕。とくに台湾において「人鬼聯婚」「陰陽合婚」な

どと総称され，また，その儀礼に注目して「姿神主」「嫁香煙」「売骨的婚姻」などと指称される

死霊結婚は，ほとんどすべてがこの型のものであり〔鈴木　1934：197－200，陳期裕　1943：32・－

33，呉　1970：143－144，玩　1977：16，馬　1979：182－184，1981：202－205〕，台湾にお

ける習俗の特徴をよく表わしたものでもある。宮林が「恐らくは乙類型に次いで基礎的なものでは

ないかと思われるが，その起り得る度数は余り多くないと思われる」と述べているが〔宮林　1930：

42〕，その後段はともかくとしても前段は肯繁に当たっていると考えられる。

　③　死霊結婚の儀礼

　①　遺骨重視と位牌重視……新郎・新婦の一方もしくは双方が死者であるという点において．そ

の婚礼は生者同士の場合とおのずから異なった態様が現われる。ここではさまざまな儀礼内容の中

で遺骨あるいは位牌がどのように扱われるかに注目してみたい。

　華北山東省の路家荘では，「陰親」の儀式も生者同様重々しく行われたそうである〔中国農村

慣行調査刊行会　1955b：362〕。すなわち，「媒人」によって縁談がまとめられると，「婚書」を

交換し，吉日を択んで婚儀を挙げる。当日，男家では白紙で，女家では紅紙でそれぞれ「位牌」を作

り．媒人が女の位牌を男家に迎え入れる。一方，男女とも「寄葬」してあった亡骸を掘り出して遺

骨を棺に収め，一時男家の村外れ，畑の隅にでも並べて置く。男家では，死者の妹，いなければ従

妹などに頼んで白色の雄鶏を持たせ，この雄鶏と女の位牌との結婚式を行う。雄鶏には死んだ男の

魂が宿っていると考えられている。次に男の位牌で女の位牌を包み，前庭にある「天地神」の前で

「拝天地」の礼を行う。それから二つの位牌を「洞房」に運び，生者同様華燭の典を挙げる。これ

らが済あば，前に村外れに置いてあった両名の棺を男家の祖攻に運んで合葬し，その前で紙の位牌

を焼き払って「陰親」の婚儀は全部終えたことになる。媒人に対しては，この後酒食を提供してそ

の労を懇ろにねぎらうという。

　かなり複雑な儀礼内容であるが，仮りにキー・ワード（key　word）によってその要点を指摘する

ならば，媒人・位牌・遺骨・雄鶏・拝天地・合葬などが挙げられよう。ところが，このように死霊

結婚の儀礼を重々しく行うのは，華北ではあまり例を見なくなったようである。現にこの路家荘に

きわめて近い距離にある冷水溝荘においては．「埋めるだけで何もしない」〔同上　1955b：75下

段，87上段，139中段〕と，移葬・合葬の他は特別な儀礼はないと言っている。いったいに華北で

は，死後「骨屍」と「攻」との関係を重視しており，例えば河北省昌黎県侯家営という村では死霊

結婚を「嬰骨屍」と呼んでいるほどである〔同上　1957：134上一中段〕。この一語によっても華

北の死霊結婚は儀礼内容として「遺骨重視型」に属するものといえる。

　死霊結婚に伴う合葬の事例は文献にも少なからず現われてくるから，それは中国のいわゆる冥婚

において基本型の一一一　Ptをなしていたと思われる。これに対して，必ずしも「遺骨重視型」とはいえ

ない慣習も分布していた。例えば前述の華中，平湖県では，

　　「迎接木主，過門礼節如生人嫁嬰，名日冥配」〔木主を迎接す。過門の礼節は生人の嫁嬰の如

　くす。名づけて冥配と日う〕〔司法行政部　1930：1557〕

とあり，「冥配」（死霊結婚）に「木主」（位牌）の迎接は述べられているのに移葬・合葬には全

く触れられていない。さらに台湾では死霊結婚を「婁神主」と呼ぶように，死女の神主（位牌）を
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男家に迎えて婚儀を挙げる方式が卓越しており〔鈴木　1934：197－201，玩　1977：20，中田

1979：7－13〕，「位牌重視型」に属することがはっきりしている。

　このように中国における死霊結婚は，儀礼内容の上から「遺骨重視型」と「位牌重視型」の2種

類が地域差を伴って現われてくるのである。

　②シャーマン関与の有無……死霊結婚の儀礼に関して第2の問題点は，シャーマンがこれに関

与するか否かということである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　タyキ－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アンイ－
　まず台湾では，死霊結婚をめぐって「童乱」（「占し童」ともいう），「廷嬢」などのいわゆるシャー

マンが何らかの関与を果たしている場合が多い〔Jordan　1972：141，144・一・145，150，玩　1977：

18－19〕。例えば1974年末か1975年初のこと．直江廣治氏が台南市内の岳帝廟で実見されたという
　　　　　　　　　　　　　かか儀礼も，ある既婚の男が病気に罹って童乱に占ってもらったところ妻の亡妹の崇りだと出，さらに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アンツアウト－ス－
厄嬢にも同じことを言われて，その廟におもむき，「紅頭道士」の立会のもと，「陰陽合婚」に先

立つ「訂婚」の儀だったという。こうして台湾中部地方では，童乱の死霊結婚への関与ぶりは相当

なもので，それがすでに「小型企業化的階段」にまで到達しているといわれる〔院　1977：18〕。

　台湾以外でも中国には「シャーマン関与型」の死霊結婚が見られたようである。例えば前述の

「北俗」を記した宋代の康誉之r昨夢録』に「鬼媒人」なる者が見え，

　　「各以父母命，祷而ト之，得ト即製冥衣」〔各父母の命を以てし，祷りてこれをトす。トを得

　てすなわち冥衣を製す〕

とか，

・　「両家亦薄以幣島酬鬼媒，鬼媒毎歳察郷里男女之死者，而議資以養生焉」〔両家はまたいささ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しら　か幣用を以て鬼媒に酬いる。鬼媒は毎歳郷里男女の死者を察べ，議資〔筆者注，両家の話し合い）

　をして以て生を養う〕

などとあり，この鬼媒人が職業的なシャーマンであることが判明する。

　ところが，華北・華中における慣行調査報告には，死霊結婚に関与するシャーマンが全くといっ

てよいほど現われてこない。旧満州についても事情は同様である。これらは調査者にシャーマンへ

の関心が薄かったのかも知れないが，そうした者の関与が乏しかったか，あるいは弱かったとい

う事情にもよるのであろう。今のところ，華北・華中における死霊結婚は「シャーマン非関与型」

としておいて後考を待ちたい。

2．日本の死霊結婚

　日本の死霊結婚にっいては，沖縄地方と東北地方の山形・青森両県の習俗が知られている〔桜井

1986：10〕。以下，沖縄地方と山形県の習俗を掲げてみよう。

　（1）沖縄地方の習俗

　沖縄本島ではほぼ全域にわたって死霊結婚の慣習が現に分布しており，“グソー・ヌ・ニービチ”，

“トートーメ・ニービチ”などと呼ばれている。「グソー」とは「後生」を，「トートーメ」とは

「位牌」を．「ニービチ」とは「婚礼」を指す方言である。したがって両語は「後生の婚礼」「位

牌婚礼」を表現することになる。
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　沖縄地方では，家族の急病，不時の事故，家畜の頓死等に遭うと，何かの崇りではないかと「ユ

タ」なるシャーマン的職能者をたずねて占ってもらうことがある。すると，①離婚された後に死ん

だ妻，②婚約を済ませた後に死んだ女（または男と女），③恋愛関係のまま死んだ女（または男と

女），④ニービチ，すなわち正式な婚礼を挙げずに死んだ妻（または夫と妻）等の死霊がニービチ

の儀を求め，その怨念が崇りとなって遺族なり子孫なり関係者の間に現われてくるというわけであ

る。こうなると死霊結婚を挙げざるをえなくなり，関係者一同が参集して簡単な婚儀を催すのであ

る。中にはシャーマンの主導のもと，いちいち巫儀を踏まえて厳重に死霊結婚を執行する場合も見

られる。いずれにせよ最後に女の遺骨を男の墓に移し，正式の夫婦として合葬し，すべての婚儀を

終えるのである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よろん
　このような死霊結婚の習俗は沖縄本島にとどまらず，北方に延びて鹿児島県奄美諸島の与論島に

まで分布している。この島の習俗も沖縄地方と状況は酷似しており，やはり「ヤブ」〔沖縄の「ユ

タ」に当たる者〕なるシャーマン的職能者の関与ないし主導のもとに発現するものである〔1976年

2月21日，筆者調査〕。ただ沖縄県内でも，現在までのところ宮古諸島や八重山諸島からは死霊結

婚の報告が見られず，沖縄本島から南方には延びていないようである。

　これらの習俗を前述中国の場合と対比してみると，以下のような異同に注目されよう。

　①　目的・動機……沖縄地方では「慰霊・解冤型」が卓越し，その結果として「祖霊昇格型」が

現われることもあるのに対し，「入養・立嗣型」は全く見られない。すなわち華北の習俗とはかな

りの差異を示すのに，台湾とは近似しているといえる。

　②　新婚者両名の関係・状態……すべて「有縁者型」に属し，「無縁者型」は発現していない。

新婚男女の生死については「男女双方死」が一般であり，ついで「男生女死」がしばしば見られる

のに対して「男死女生」は現われてこない。

　③　儀礼……総じて「遺骨重視型」に属し，華北の習俗との類似を示している。ただし，「シャー

マン関与型」である点は台湾の習俗と共通している。

　②　山形県の習俗
　　　　　　　　　りっしやくじ　　　　やまでら
　山形市山寺にある立石寺は東北日本随一の古刹である。この寺の「奥の院」（正式名称は如法堂）

　　　　　え　まには各種の絵馬が所狭しと掲げられていることで有名である。その中に“ムカサリ絵馬”と呼ばれ

る婚礼の場面を描いたものが数多く混っている。ムカサリ・ムカサレは「迎えられ」の訂ヒ音で，嫁

　　　　　　　　　　しゆうげん
入りの儀式，すなわち祝言・婚礼を指す言葉である。そして，このような絵馬は立石寺では奥の院
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じやくしようじ
以外の他の堂にも，また立石寺以外では天童市の若松寺をはじめ，山形盆地における各地村々の神

社や寺院にも奉納されているという。

　この地方では，結婚適齢期の子女が結婚を待たずに死亡すると，それを不欄に思う両親や遺族が

「オナカマ」と呼ばれる巫女の主導のもと，言われるとおりに配偶者（生者）を探し，その写真で

も借りてきて，互いの姿に似せて婚礼を挙げている場面を絵馬に描いてもらい，それを前述立石寺・

若松寺等の社寺に奉納するならわしである。中には借用した写真や描いてもらった肖像画と死者の

写真・肖像画とを床の間に並べ，その前で簡単ながらも結婚の式を挙げるものもあるという〔桜井

1977：464－465〕。こうして死霊結婚が催されるとともに死者の怨念は晴れ，慰霊の目的が達成さ

れたことになる。すなわち，山形県における死霊結婚は次のように整理されよう。
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写真1　掲げられた絵馬（立石寺）　（岩井宏実
　　　氏提供）

暴磯灘繋懸 騒

写真2　ムカサリ絵馬（同左）　（同氏提供）

　①　目的・動機……「慰霊型」に属する。しかし崇り伝承は聞かれず，「解寛型」とは言えない。

この点崇りの激しい沖縄地方や台湾の習俗との間には若干の懸隔が感じられる。また，沖縄地方と

同じく，「入養・立嗣型」は全く認められない。

　②　新婚者両名の関係・状態……すべて「無縁者型」で．沖縄地方とはするどく対照している。

また「男女双方死」は見られず，「男死女生」と「男生女死」のいずれかで，一般には前者の「男

死女生」がやや多く発現するものらしい。男女一方の死という点では台湾と似ているが，台湾では

「無縁者型」の「男死女生」は認められず，やはり差異が生じている。

　③　儀礼……「遺骨重視型」「位牌重視型」のいずれにも該当しない。ただし「シャーマン関与

型」に属する点では，沖縄地方や台湾と同じである。

3．韓国の死霊結婚

　韓国の死霊結婚についても，近年多くの研究者が注目するようになり，急速に調査・研究が進め

られた。筆者自身も，1971年韓国ではじめて民俗調査を試みて以来，調査を行う度ごとにこの習俗

の事例収集に努めてきた。それらの結果，韓国における死霊結婚も中国同様頻繁に発現し，しかも

多様を極めていることがわかった。

　たとえば韓国の習俗も，その目的においては「慰霊・解寛型」があり，「入養・立嗣型」もあり，

その新婚者両名の関係・状態においては「有縁者型」も「無縁者型」も見られ．死者同士の「男女

双方死」の習俗が一般的な中に死者と生者の場合である「男死女生」の事例が混っており，その儀

礼においては「遺骨重視型」と必ずしも然らざるもの，「シャーマン関与型」と非関与型とが併存

するといった複雑な状況を呈している。とくに「陸地部」〔済州島など島喚地方に対して本土，す

なわち朝鮮半島を指す〕と済州島との間には各項目にわたって顕著な差異が確認され，韓国におけ

る死霊結婚を通じて，いわば「陸地型」と「済州型」とでも名つくべき類型の存在することが指摘

されている〔崔吉城　1985：33〕。

　以下，筆者自身による調査事例について，各地方ごとに1～2例ずつを選んで掲げ，それらの目

的・新婚者・儀礼に対して注目してみたい。
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　（1）江原道の習俗

　〈事例1＞漢州郡江東面安仁津2里（1975年12月24日調査。インフォーマント：前里長，李太一

氏，80歳）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　カンヌン
　日本海に面する江原道切っての大都会，江陵市から東南約12㎞にある国道沿いの漁村。この村で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ち
は未婚の青年男女の死霊はそれぞれ“モンダルクィシン”（号せ？レLl，「禿びた鬼神」の意）・

“ソンガックシ”（を叶列，通例「孫閣氏」と宛てられる）と呼ばれて恐れられている。いずれも

崇り伝承がきわめて深刻だからである。こうした男女の埋葬に際しては鉄製の釜蓋や鏡のガラスを

死体の頭にかぶせて，死霊が再び地上に現われるのを防こうとする風俗も見られる。そして，崇り

霊を慰撫し解冤しようとするのが“チュグンホンサ”（奇名薯スDなる死霊結婚なのである。そ

の家に不審な病人が出たり事業に思わぬ失敗をしたりして，どうしたことかと原因を「チョムヂェ

ンイ」（唱ス6n。1，チョムヂァンイ＜層を。1＞の読音，占い師）や「ムーダン」（早量，巫蜆，通例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クイシン「巫堂」と宛てられる）に占ってもらうと，「鬼神」（祖られない死霊）の崇りだというわけで，

それから大急ぎで縁談を始めることになる。

　最近，ムーダンの家で行われた死霊結婚の

実見談によると，死者同士の婚儀でも生者同

様伝統的な式次第に従っていちいち誤りない

ように進められたという。新郎・新婦の代わり

に藁で50cmくらいの丈の「ホヂェビ」（司ス胴，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かホスアビ〈司牛゜ト司〉の方言，人形もしくは案
が　　し

山子の意）を作り，これに婚礼衣裳を着せて

儀式を催した。婚儀を終えると，両名を一晩

布団の中にいっしょに寝かせ，その傍らで慰

霊・解冤の「クッ」（テ，正式の巫祭の意で，

大掛りな寳神儀礼を催す）をつづけた。翌朝，

　　　　　　　　　　　　　ソ　ナン

写真3　死霊結婚の婚儀（正面が新郎のボスア
　　　ビ）　（慶尚北道迎日郡青河面）　（崔吉

　　　城氏提供）

ホヂェビや布団などを村の「城陛」（村の鎮守神）に運んで焼き払った。これで死霊結婚の儀礼は

すべて終わったのである。

　本例の死霊結婚について，前掲諸項目ごとに整理すれば次のようにまとめられよう。

　①　目的・動機……慰霊・解寛の目的が強烈なような印象を受ける。その点，沖縄・台湾に似て，

事態はそれよりもさらに深刻と言える。祖霊昇格に関する伝承は聞かれない。

　②新婚者両名の関係・状態……「無縁者型」に属し，未婚の青年男女両名とも死者という事例

である。したがって華北を中心に中国でひろく行われてきた「冥婚」の事例と一致するものである。

　③　儀礼……儀礼の内容としては，中国で見られた「遺骨重視型」と「位牌重視型」のいずれに

も該当しない。外観的にはホヂェビ，すなわち人形（もしくは案山子）の登場がまことに印象的で

あり，シンガポールや台湾でも人形が用いられるのと対比される〔Topley　1956：71，　Jordan

1972：145，各写真参照〕。次いで儀礼の執行に関しては強い「シャーマン関与型」である。ただ

し婚礼は，本例のようにムーダン家ではなく，新郎家もしくは新婦家のいずれか，たいてい縁談を

熱心に進めた側の家で催される場合が多い。そして，すべてムーダンやチョムヂァンイ等いわゆる

シャーマンの関与・主導によって営まれるのである。たいてい「旧式」と呼ばれる伝統的な式次第
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によって婚儀が進められ，あわせて「オググッ」（a十it）など慰霊・解冤のための巫祭が行われ

る。このように「シャーマン関与型」という点では，日本の山形県・青森県や沖縄地方，さらに台

湾とも近似しているわけである。

　（2）慶尚道の習俗

　〈事例2＞慶尚北道迎日郡九竜浦邑竜珠里（1975年9月24日調査。インフォーマント：崔長寿氏，

漁業，60歳）

　　　　　　　　　　　　　ポハン
　日本海に面する製鉄の町，浦項市から迎日湾沿いに東南方へ，大松面・烏川邑・東海面の村々を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリヨンポ過ぎ，この湾の東側を抱くように延びている小半島を横切ると九竜浦の町に出る。韓国の東海岸で

も有数な漁業基地である。その九竜浦の一角に竜珠里の漁村がある。

　この村の0氏は0家の次男，1972年入隊中に交通事故で不慮の死亡，24歳であった。そこで0家
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ－　フ　キヨロン
では崇りによる「災殊」に見舞われないうちに何とか「死後結婚」をさせようと死んだ娘を探して
　　　　　　　　　　　イ　モ
いたところ，同じ邑内の嬢母（母方叔母）が近くの家で同年病死した同じ歳の娘がいることを聞き

つけ，両家の間を何度も往復して縁談をまとめ上げた。縁談の進行中，男家では占い師を訪ね，占

いを立ててもらったところ，あまり芳しい結果ではなかったが，まあ良縁だろうと信じてそのまま

縁談を進めてもらったそうである。そして以下のような婚礼が挙げられたという。
　　サ－ヂユ　　　テギル

　①四柱・択日　四柱〔生年月日時の4項目，これを合わせて男女の合性を占う〕は交換せず，た

だ新郎家で択日〔日柄選び〕だけ占い師にしてもらい新婦家に通知したという。
　　ナツプチエ

　②納采　婚礼当日までに新郎家では以下の品物を準備した。

　　（イ）新婦用衣裳…チマ（スカート），チョゴリ（上衣），肌衣，袴下，足袋，履物等。

　　（P）新婦用化粧品…白粉．クリーム，髪油，香水，石鹸等。

　　困　新郎新婦用寝具…掛布団・敷布団1組．鴛鴛枕1個。

　　目　新郎用衣裳…チョゴリ，パヂ（ズボン）等。

　　困　岳父用土産品…餅，酒，魚等。

　これらは本来新郎家より新婦家に「納采」〔日本の「結納」に当たる〕として贈られるものであ

る。ただ同新郎用衣裳は逆に新婦側で準備して新郎家に贈るべきものであるが，本例が新郎側から

の熱心な求婚だったので新郎家であえて代わりに作ったものだという。したがって新婦側で準備し

たのは舅姑（新郎の両親）への土産として餅，酒，魚だけだったそうである。

　③婚儀　新婦側から両親，新郎側から親族約10名，友人約10名が出席して新郎家で婚礼が挙行さ

れた。

　婚礼は占い師の司会により，晩7時頃，部屋の中で，正面に飾った新郎・新婦の写真を前にして

「結婚式」から始められた。まず占い師が写真に向かって祈りの辞を上げ，竹（または松の枝）の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よ　　　　しろ「ネリムテー」（朗唱吐「〈神の〉降り竹」の意）〔日本の「依り代」に当たる〕の持ち手に対

し結婚に賛成か否かをいちいち問いかけるのであった。この問いかけの結果，男女双方とも承諾と

わかったので，写真を向かい合わせに直し，儒教風の伝統的な式次第によって婚儀が進められた。

その儀式は約30分で終了したという。

　この夜，新郎家では別に寺の僧1名を招き，徹夜で読経してもらった。夜半12時になると，蜜忙

水を汲んできて傍に石鹸，タオルを置き．カーテンを引き，両名の写真を持ってきて水浴びさせ，
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次いで両名の衣裳を布団の中に入れ，ちゃんと掛布団をかぶせ，10～15分間電灯を消して同会させ，
トンパンフアチヨク

「洞房華燭」（床入り）の儀を催した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウムボク　　　　　　　　　　　　　　　なおらい
　翌朝，供えた料理を下げ，出席者全員に分け，「飲福」〔日本の「直会」に当たる後宴を指す〕

してもらった。次いで，写真，衣服，化粧品，布団等をきれいな浜辺に持って行き，そこで全部焼

き払って，死霊結婚の儀礼をすべて終えたという。結局，墓や遺骨には何ら手を触れなかったわけ

である。

　＜事例3＞慶尚南道梁山郡長安面佐川里（1975年9月27日調査。インフォーマント：崔永和氏，

農業．59歳）
　　　　　　　　　　プサン　　　　　　　　　　　　　　　　　ウルサン
　韓国第2の大都会，釜山直轄市から東海岸沿いに工業都市，蔚山市に国道が延びている。その半

ばあたりにあるのが長安面であり，その面の中心地で，面事務所の置かれているのが佐川里である。

　この村では死霊結婚について特別な呼称はなく，“死んだく人の〉霊魂を結婚させる”と言うく

らいだそうである。本例の新郎はC家の次男，1974年入隊中に26歳で病死，新婦も同じ村のK家の

次女で，1972年心臓麻痺で急死，22歳。男家の知人が仲人をして1974年新郎家で挙式となった。
　　クンハツプ
　①宮合　男家では女家から「四柱」を聞き，「択日をする人」に「宮合」〔日本の「合性」に当

たる〕を見てもらい，ちょうどよいとなって縁談が成立した。
　　ソンムル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポンチエ

　②土産　新郎家では挙式10日くらい前，新婦家に「奉采」として新婦用のチマ，チョゴリ，それ
　　　　　　　　　　　　　　　　イエヂアンヂ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チエ
に新郎・新婦の「四柱」を書いた「礼状紙」を送り届けた。すると挙式の前日，新婦家からは「采
ダン

鍛」として新郎用のパヂ，チョゴリ，新郎・新婦用の布団，それに酒と肴を送ってきた。これらは

俗には「新郎の土産」「新婦の土産」と呼ばれる。

　③　婚儀　婚礼はムーダン（巫女）の司会のもとに進められた。当日朝．ムーダンは新郎と新婦
　　　　　　　　　　チヨンホンの墓に行き，それぞれ「請魂グッ」なるクッ（大掛りな巫祭）を行い，両人の霊魂を携行していっ

た壷の中に迎えてきた。その壷の中にはあらかじめ白米が入れてあり，それに墓の土を少し取って

加えたものだそうである。こうして新郎・新婦の霊魂を2個の壷に入れて新郎家に持ってきたわけ

である。

　次いでムーダンは新郎家で，新郎・新婦の身代わりとなる「ホスアビ」（人形・案山子）を2体

作った。藁を芯にして韓紙（朝鮮紙）を巻き，新郎用は丈約1m，新婦用はそれより少し短か目に

した。いずれも目，鼻，ロなどを墨で描き，新婦には両頬に「ヨンヂ」（唱礼「嚥脂」，丸い頬

紅），額に「コンヂ」（9171，額の紅）をつけ，唇にも口紅をさした。そして2体とも婚礼衣裳で

正装させた。着終わらせて．前に持参した壷の霊魂をこのホスアビに移しつけた。壷はそのまま
ホンレ－サン

「婚礼床」（婚礼用のテーブル）の下に置き，後にホスアビとともに墓に埋めることになる。

　婚礼床は生者同様中庭に設けられた。テーブルの上には松・竹・椿を生けた花瓶1対，蝋燭立て

1対，飯2杯，餅1皿，果物1鉢，雄鶏・雌鶏各1羽を載せた。部屋に向かって左側が新郎，右側

が新婦の席となり，双方の親族がそれぞれホスアビを持って立ち，旧来の方式どおりの婚礼が進め

られた。

　式が終わって夜となり，ホスアビを香の水〔香木，すなわちイブキの木片を小さく刻んで水に浸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チヨンドしたもの〕で洗い，布団の中に向かい合わせに寝かせた。一方，ムーダンは中庭で一晩中「薦度

グッ」をつづけ．新郎・新婦の霊魂を慰めるのであった。
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写真4　シャーマン主宰による
　　　死霊結婚（釜山直轄市
　　　北区厳弓洞）　（康龍権
　　　氏提供）

写真5　伝統的な式次第の婚儀
　　　　（手前が新婦，向こう
　　　側が新郎のホスアビ）
　　　　（同左）　（同氏提供）

・麹騨

灘鎌

ｿ
籔黙灘

写真6　婚礼後の慰霊のクッ
　　　　（中央白衣はシャーマ
　　　　ン）　（同左）　（同氏提

　　　供）

　翌朝，クッが終わると，新郎・新婦のホスアビはそれぞれ親族に挨拶をし，舅（新郎の父）をは
　　　　　　マダンスル
じめ一同に「庭酒」を献じて廻った。この後，ムーダンは新郎・新婦の霊魂を玩具のように小さな
　　　　　　　　　　　　　　　ミヨンサン磁器碗に入れかえ，その地方の「名山」〔有名な墓の意〕を自家・他家問わずに探し求め，ホスア

ビ・壷とともに埋めるのだという。その磁器碗には米．飯，雑穀，野菜を少しずつ入れてあり，ま

た2体のボスアビは必ず同じ墓穴に，しかも向かい合わせに埋めなければならないのだそうである。

　以上，慶尚北道・慶尚南道の2例を合わせ，慶尚道における死霊結婚の特徴を検討してみると，

以下のようにまとめられよう。

　①　目的・動機……慶尚道においても「慰霊・解寛型」が卓越している。一般に未婚青年男子

の「鬼神」は「モンダリ」（号せ゜1），「モンダル」（号せ）等，同女子の「鬼神」は「サグィ」

（メ囲，「邪鬼」の意），「ヨグィ」（司引，「女鬼」の意）等と呼ばれ，病気，破産，火災，不漁

等の不幸・不運を招く元兇だと考えられている。前述竜珠里では，普通の縁談に際して「チアン

（ス隠）芒著」（産死者）とともにモンダル鬼神・サグィ鬼神が家族なり近親なりにあるか否かを

必ず問い合わせるならわしだという。

　②　新婚者両名の関係・状態……いずれも「無縁者型」の「男女双方死」の事例で，未婚青年男

女同士の死霊結婚である。

　③儀礼……儀礼の内容では，＜事例2＞がホスアビを作らずに新郎・新婦の写真を用いている

点に注目されるが，これは新しい変化と考えておきたい。また〈事例3＞で，ホスアビを霊魂入れ

の壷や磁器碗とともに合葬するというのは，遺骨重視との関連を示すものかもしれない。次に儀礼

の執行者について，〈事例2＞は占い師，＜事例3＞はムーダン（巫女）という違いはあるものの，

両例とも「シャーマン関与型」に属していることに変わりはない。この地方では仏教信者の間には，

旦那寺の僧の主導による死霊結婚も見られるそうで〔1975年9月25日調査。インフォーマント：九

竜浦邑三政里，金在善氏，農業，82歳〕，死霊結婚に関与する人々の多様性を示している。
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　③　忠清道の習俗

　〈事例4＞忠清南道大徳郡懐徳面（現，大田市東区）法洞里（1977年8月10日調査。インフォー

マント：洪承夏氏，農業，61歳，宋順甲氏，農業，65歳）
　　　　　　　　　　　　テ－ヂヨン
　忠清南道の道庁所在地，大田市のすぐ北に隣接する近郊農村で，後に1983年同市に編入された。

この村では，未婚の娘の「鬼神」は「モンダル鬼神」とか「ウァンシン」（讐組，「王神」の意）

とか呼ばれてとくに恐れられている。そのため娘が死ぬと，人のよく通る道の傍らに埋めたり，死
　　　ふるい
体の顔に飾の網目や油搾り用の布袋などをかぶせて埋めたりするならわしがある。こうして死霊が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ　　フキヨロン
再び地上に迷い出るのを防ぐとともに，その崇りを免がれる方法の一つとして「死後結婚」を行う

のだと述べている。

　この村では最近の実例はないそうだが，近くの村では10年ほど前に1例見られたという。それは

占い師の指導のもと，新郎・新婦の両家でそれぞれホスアビ（人形・案山子）を作り，これに婚礼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クン衣裳を着せて生きている者同様の婚礼を挙げ，その夜は「アンパン」（吐暗，「内房」と宛て，「大
バン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なんど

房」とも呼ぶ）〔日本Qr納戸」に当たり，主婦の部屋となる〕に布団を敷いて2体のホスアビを

いっしょに寝かせたという。そして翌朝，新郎家の墓の横に2体のホスアビを合わせて埋め，死霊

結婚の儀礼をすべて終えたとのことである。

　以土，この事例も未婚青年男女の死霊に対して慰霊・解冤を目的としたもので，新婚者両名の関

係・状態としては「男女双方死」の「無縁者型」に属し．儀礼の上ではやはりホスアビが用いられ，

シャーマンの関与のもとに営まれたのである。そして〈事例3＞と同じく，式後にホスアビが合葬

された点に注目される。ただしこの地方では，死霊結婚の事例はあまり現われないものらしく，近

くの宋村里という村では「死後結婚」の呼称も事例も聞いたことはないとのことであった〔1977年

8月10日調査。インフォーマント：宋容時氏，農業，65歳〕。

　（4）全羅道の習俗

　く事例5＞全羅南道長城郡長城邑流湯里（1975年12月15日調査。インフォーマント：里長，金長

福氏，農業，45歳）

　　　　　　　　　　　クアンデユ
　全羅南道の道庁所在地，光州直轄市と忠清南道大田市を結ぶ湖南高速道路を長城インターチェン

ジで下り，長城の町中を経て国道と地方道を東北方，葭嶺山脈の一端に向かって奥深く入った所に

流湯里の村がある。

　この村では男ならば13歳ぐらい，娘ならば15歳ぐらいを過ぎて死ねば「モンダリ鬼神」になると
　　　　　　　　　　　　　ホンソンキヨロン
恐れられている。そのため「魂神結婚」を挙げるのがよいとされる。

　さて1973年挙行された本例では，新郎はA家の5男1女の長男で，1970年病死．20歳，新婦は光

州市内の者で1970年以前に死亡，年齢は不明。光州市から廻ってくる行商人が女家からの依頼で仲

人を勤め，縁談をまとめたという。その婚礼の模様は以下のようであった。
　　　　　イエムル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ－ソン

　①宮合と礼物　行商人が男家から「四星」（「四柱」と同じ）を預かり，娘の四星と合わせて「宮

合」を確かめた。次いで男家から女家へ，また女家から男家へと一般の婚礼同様に「礼物」と呼ば

れる土産品の交換をした。

　②婚儀　婚礼は新郎家で開催された。当日，新婦側からは両親が，新郎。新婦用の婚礼衣裳と布

団，舅姑（新郎の父母）用の韓服各1着，それに竹の籠3個に餅や魚などを詰めて持ってきた。新
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　　　　　　　　　　むしろ　　　　　　　　　　　　　　　ホyレ　サン
郎家では中庭の真中に莚を敷き，その上に「婚礼床」を据えた。床（テーブル）の両側，すなわち

アンパン（内房）に近い北側が新婦，反対の南側が新郎の席で，ともに「タンゴル」（吐丑，巫女

を指す。「丹骨」と宛てられる）の作った「ホセビ」（胡小1，「ホスアビ」〈司牛。回〉の訂ヒ音，

人形・案山子）で代用された。ホセビの丈は1m　20　cmくらい，新婦側から届けられた婚礼衣裳を着

せ，体の前にはそれぞれ生年月日と姓名が書き記してあった。
　　　　　　　　キヨ－ベ
　さて，婚儀は「交拝」の礼をはじめ生きている者と全く同じで，少しの省略もなかったという。

ハプクン

「A丞口已L」〔日本の「三々九度」に当たる〕の盃だけは親族の者が代わって受けた。

　婚儀が済んで，ホセビをアンパンに運んだ。まず新婦を入室させ，次いで新郎も入れて，部屋の

上座に置いてあるテーブルの上に載せた。そしてタンゴルが部屋の中で「シッキムクッ」（喫召テ，

「洗霊祭」と訳される慰霊・解冤の巫祭）を開始し，翌朝4時頃までつづけた。

　クッを終えて，部屋の下座に布団を敷き，枕を並べてホセビを寝かせた。「洞房華燭」の意味で，

そのまま約2時間寝かせておいた。布団は新婦側から持ってきたものである。

　次いでホセビ，布団，枕，料理等を持って新郎の墓に行き，そこでタンゴルが簡単に祈りを捧げ

た。終わってホセビと枕を焼き払い，料理はあたりに撒き散らした。布団だけは焼くのが勿体なく

て持ち返り，タンゴルに土産品として贈った。墓前の行事が全部終了したのは，夏の太陽が少し昇っ

てきた頃だったという。

　③移葬　3日後に両家族揃って墓参し，さらに5日後に光州市にある新婦の墓を掘って遺骨を取

り出し，これを新郎の墓の横に移葬した。つまり夫婦の双墳が形成されたのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　ヂエ　④祭杷　現在は新郎の両親が健在で，「魂神結婚」をした長男夫婦の「忌祭」を実施している。

新郎の忌日に同じ膳の上に飯だけ2杯供えて新婦もいっしょに祭っているという。もしもその両親

が死ねば新郎の直弟（A家の次男）が亡兄夫婦の祭杷を継承しなければならないわけだが，彼は事
　　　　　　チeンソン
実上のA家の宗孫（嫡子）であり，両親をはじめ先祖の祭杷を行うべき責任を負っており，亡兄夫

婦の祭祖は単なる仲継ぎにすぎず，やがては養子を考えなければならないといわれる。その養子に

は，この直弟の長男が適当とされる。つまり，甥が伯父夫婦の死後養子となるわけである。こうし
　　　　　　　　　　　　　　チヨツボて，養子が実現すれば，それを「族譜」にも書き入れ，一つの支系が形成されることになるという。

　＜事例6＞全羅南道珍島郡珍島面（現，珍島邑）校洞里（1978年7月24日調査。インフォーマン

ト：新郎の妹婿K氏，農業，48歳）

　朝鮮半島の南西海岸から南海岸にかけては無数の島々を擁し，いわゆる多島海を成している。半

島の南西の隅にある大きな島が珍島郡の主島，疹島であり，面積は319面，人口は属島分を含めて

68，696人（1980年）を数え，島内は1邑5面に分かれている。1984年に「珍島大橋」が架けられて

本土．海南郡の右水営半島と直接結ばれ，離島苦から脱するようになった。珍島面（1979年，珍島

邑に昇格）は島の中心地で，校洞里は町の一角にある農村である。

　この村のP家で子供が病気になり，病院通いをしても治らず，町の占い師に占いをしてもらった

ところ，1952年朝鮮戦争で戦死した伯父（6男2女の長兄，25歳で戦死）の死霊が取りついている

と言われた。そこで大急ぎで死霊結婚をさせようと新婦を求めたところ，この占い師が仲人となっ

て南隣の義新面活谷里という村からM家の娘（1954年病死，18歳）を探してきた。挙式は戦死して

14年後の1966年のことであった。
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　　　　　　　　　　　　タンヂア
　①択日　男家では「四柱単子」（「四柱」を書いた文書）は送らず，したがって「宮合」も見ず，

占い師がただ「択日」して婚礼の日取りだけ選んだ。

　②婚礼　男家で新郎・新婦の婚礼衣裳を2着新調し，それを持参してまず新婦の墓前で挙式した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クチユクすなわち墓前に新郎・新婦の衣裳を並べ，莚を敷いて供物を上げ，新婦の兄が「口祝」（紙に書い
　チユンムソ

た祝文を読み上げるのではなくて口で唱えるもの）を唱え，「結婚式」を挙げて両人が夫婦になっ

　　　　　　　　　　　　パ　ミヨたことを告げた。次いで「破墓」に取りかかり，遺骨を韓紙（朝鮮紙）の上に並べて包み，それを

ダンボール函に入れて新郎の墓に向かった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チルソンパン　新郎の墓に到着すると，新婦の遺骨を新しい「七星板」〔棺の下に敷く薄い板。北斗七星になぞらえ

て7個の穴があけてある〕の上に載せ，棺を用いずに，新郎の墓の横に浅く掘った墓穴に紙包みの

まま埋めた。遺骨に土が当たらぬよう，上に石を置いて土を掛け，墳を築いて芝を植えた。つまり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サンシンヂヱ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピヨントヂエ
双墳が形成されたのである。もちろん墓を作る前に「山神祭」を行い，造営が終わって「平土祭」

をきちんと催した。新郎の墓前でも「口祝」による婚礼が簡単に行われた。このような墓前儀礼は

いずれも両家遺族だけによる儒教式のもので，タンゴルや占い師たちは参加しなかった。

　この晩，新郎家では「シッキムクッ」が夜を徹してつづけられ，新婚夫婦の慰霊が行われた。た

だしタンゴルによるものではなく，仲人をしてくれた占い師が主宰するものであった。彼は占い師

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チエイン仲間を2人連れてきて，その2人に「チェビ」（相。1，「才人」ともいい，楽士を指す）の役を受

け持たせた。その時，新郎・新婦の代わりに，占い師が「ホセビ」（「ホスアビ」，人形・案山子）

を2体作り，てれを中心にクッを挙げた。

　③祭祖　死霊結婚後，夫婦いっしょの忌祭を新郎の直弟（P家の次男，相続人）が担当している。
　　　　　　　　チエヂヨン
新郎にはとくに「祭田」とは呼ばないけれども，相続分の畠700坪が付いている。この直弟の長男

で，現在国民学校（小学校）6年生の者（崇り病となった当人）が，やがて戦死した伯父夫婦の養

子となり，畠を相続し，祭杷を継承する予定だとのことである。

　以上全羅南道の2例を合わせ，その特徴をさぐってみると，次のようにまとめることができよう。

　①　目的・動機……前述江原・慶尚・忠清各道と同じく「慰霊・解冤型」に含まれる。〈事例

5＞・＜事例6＞の両例とも崇り伝承を伴っていることに注目したい。そして両例とも，死霊結婚

後はじめて夫婦として「忌祭」を享けることとなり，その祭杷の継承が問題化している。これは中

国の「祖霊昇格型」との近似を示すものではあるが，祭杷は死霊結婚が直接目的としたものではな

く，その結果として出現するものと考えるべきであろう。また両例とも祭杷継承者としての養子が

予定され，とくにく事例6＞では確定的でさえある。これも中国の「入養・立嗣型」を想起させる

が．やはりそれを直接の目的としたものとはいえない。

　②　新婚者両名の関係・状態……両例とも「無縁者型」の「男女双方死」の事例で，ともに未婚

の青年男女同士の死霊結婚である。

　③　儀礼……まず儀礼の内容では，両例とも「ホセビ」（「ボスアビ」，人形・案山子）が用いら

れており，江原・慶尚・忠清各道の事例と一致している。ただし珍島ではタンゴルが主宰する死霊

結婚ではホスアビを使用しないのが原則だとのことである〔1975年8月20日，池春相教授の調査資料

による。インフォーマント：珍島面東外里，P氏，タンゴル業，男性，44歳〕。

　さて，両例とも新婦の遺骨を新郎の墓の横に移葬して双墳を造成した点に注目しなければならな

い。このような移葬ではなくて新郎の墓穴に合葬して同墓とする例も見られるという。すなわち華
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北に普遍的な「遺骨重視型」である。慶尚道・忠清道方面では〈事例3＞・〈事例4＞に現われた

ようにホスアビの合葬が行われるだけで，遺骨そのものの移葬・合葬はほとんど実施されないよう

で，上述移葬・合葬の儀礼は全羅南道における死霊結婚の一っの特徴を表わしたものと考えられる。

　儀礼の執行者としては，〈事例5＞では「タンゴル」，〈事例6＞では占い師が深くかかわり．

ともに「シャーマン関与型」に属する。珍島ではタンゴルの行う「シッキムクッ」の中には死霊結

婚専用のものがあり，それを“チョスンホンサグッ”（刈会喜朴テ，「あの世の婚事グッ」の意），

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヨロン“チョスンテーサグッ”（ス1を曙ストテ，「あの世の大事グッ」の意），“結婚グッ”，“ホンマヂ

デーサグッ” @（魂曵。1朝ストテ，「魂迎えの大事グッ」の意）などと呼ぶそうである。新郎家の中
　　　チエチヨン
庭に「祭庁」を設け，その前に「婚礼床」を据え，新郎・新婦の墓を掘って持ってきた遺骨を載せ

て，これに一晩中クッを捧げるもので，クッ自体が婚礼となる。また，まず移葬か合葬かを済ませ

て，その墓前で，あるいは新郎家でシッキムクッを催す場合もあるという〔池　1979：14－15〕。

　（5｝済州道の習俗

　く事例7＞北済州郡旧左面（現，旧左邑）細花里（1974年8月25日調査。インフォーマント：新

郎の兄嫁P氏，旅館業，50歳）

　済州島は朝鮮半島の南方に横たわる韓国第一の大きな島で，もとは全羅南道に含まれていたが，

第二次大戦後の1946年．分離して済州道となった。旧左面（1980年，邑に昇格）は島の東北端にあり，

細花里は海に面するが農村的色彩が濃い。

　この村のA家の次男は入隊中朝鮮戦争が勃発し，陸地部で戦死，23歳であった。やがて，火葬さ

れた遺骨が故郷に送られてきた。当時彼はすでに結婚しており，故郷では未亡人が喪主となって葬

式を行い，先祖の墓に埋葬された。ところが，この妻はまだ入籍しておらず，その後は実家に帰っ

てしまい，もちろん改めて戸籍を送ってくるようなこともなかった。子供がなかったので，どこかへ

の再婚を考慮して入籍を断わったものらしい。やがて自然に婚姻解消ということになってしまった。

　A家では当人の母親が祭杷の継承を心配し始めて，“チュグンホニン”（「奇9婚姻」，別に
　　　　　ホンサ　　　　サのホン　　　サ－　フキヨロン
「チュグン婚事」，「死婚」，「死後結婚」などともいう）をさせようと言い出し．ここに縁談が起

こった。新婦候補は近くの漢束里という村の娘で，18歳で病死。新婦の姉がその村から細花里に嫁

入っており，また新郎の兄嫁（インフォーマント当人）も漢束里出身で，その実母がなおその村に

健在なことなどから縁談が進められ，最後に両家をよく知っている城山面（現，城山邑）の国民学

校（小学校）教頭M氏が仲人を勤めて縁談がまとまった。挙式の年月日は明白ではないが，1960年

代のことだったらしい。

　①四柱・択日　縁談成立後，「四柱」を交換して「宮合」を調べ，よいとなったので，挙式の日

柄を男家側で「択日」して女家側に知らせた。

　②挙式　当日，新郎家では新婦の両親や親族の立会のもと，新郎の墓を掘って骨を取り上げ，そ

れを持参して一同新婦の墓に赴いた。そして新郎の遺骨を新婦の墓の中に合葬した。新婦の墓が選
　　　　　　チグアン
ばれたのは「地官」（風水師）がそちらの方が風水上よいと述べたからだという。新郎・新婦両家

では，それぞれ婚礼衣裳を新調して贈り合ったので，両人の遺骨の上にそれをかぶせた。埋葬後，

墓前で祭りを行い，新郎の父が「祝文」を読んで両人の結婚を告げた。そして現場で「飲福」をし，

結婚に関する儀礼をすべて終えた。
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　③改葬　挙式後まもなく新郎の甥，すなわち兄（インフォーマントの夫）の長男でソウルの高校

に在学している者が神経衰弱のような病気になり，病院に通っても一向にはかばかしくなく困って

いたところ，ある日その生徒の友達の夢に，上述新郎が現われた。死霊結婚をさせてもらい，あの

世で楽しく暮らしているものの，ただ部屋が狭苦しくて困るとのことであった。この夢見が新郎家

に伝えられ，それは合葬の故ではないかというわけで，新しく墓地を求め，今度は双墳に改葬した。

すると，甥の病気も快癒したとのことである。

　④祭杷・入養　現在，新郎夫婦の祭杷は新郎の兄が担当している。しかし，これは仲継ぎで，そ

の次男（かつて崇り病になった者の弟）が幼時から叔父夫婦の養子となることに決まっていた。こ

の次男はすでに27歳に達しており，近く結婚する予定なので．その際は叔父分の財産を相続して一

家を成し，祭杷を継承することになるという。

　＜事例8＞南済州郡西帰邑法還里（現西帰浦市法還洞）（1977年8月4日調査。インフォーマ

ント：宋礼現氏，農業，49歳，西帰邑西帰3里〈現，西帰3洞〉居住）
　ソギツボ　　　チエヂユ　　　　ハルラサン

　西帰浦は済州市と漢撃山を距てて反対側の南海岸にある町，古くから漁業基地として栄えており，

最近は観光地としても知られている。1981年，西帰邑は西隣の中文面を合わせて西帰浦市を新設し

た。この付近の村々は日本から導入した温州蜜柑の栽培が盛んで，法還里も蜜柑作りの村である。

　本例の新郎は，この村M家4兄弟の長男，大変好学の士で，ソウルの大学卒業後，東京に留学し

たが，1976年東京で未婚のまま病死，32歳だった。新婦は隣村の西好里（現，西好洞）出身で，在

日韓国人のK氏の3女で，同じ年東京で病死，21歳だったという。法還里にK家の親族がいて仲人

をし，1977年新郎家で婚礼を挙げた。

　①四柱・択日　当地では死霊結婚には一般に四柱の交換をしないというが，本例ではとくに東京

から娘の四柱を送ってもらい，村内の「地官」に「宮合」を見てもらった。そして「宮合」はよい

と言われ，同じ「地官」に「択日」もしてもらい，東京の女家に知らせた。

　②婚礼　新郎は客死した東京で一旦葬式を済ませ，火葬にした遺骨を縁談成立後，故郷法還里に

持ち帰り，そこの寺に一時預けにしておいた。新婦も東京で葬式を行い，両親と兄（K家の長男）

の3人が遺骨を持って死霊結婚式のため帰郷した。

　その際，新婦家から新郎家に新郎用婚礼衣裳（チョゴリ，パヂ，造亀，いずれも絹製）1揃い，

布団1組，座布団1組（2枚），祭器1セット，現金100万ウォン，さらに新婦生存中の自己名義

預金を現金化した100万ウォンが贈られた。逆に新郎家からは新婦用のチョゴリとチマが贈られた

だけであった。

　婚儀は，新郎家の中庭に新郎・新婦の写真を掲げ，その前に婚礼床を設け，伝統的な式次第によっ

て進められた。「祝文」は新郎の父が書き，自らそれを読み上げた。当日，両家の親族・友人たち

が約300名も集まり，当地でも珍しく大きな婚礼となった。式が終わって祝宴となり，それが長時

間にわたってつづけられたという。

　翌日，法還里の共同墓地に双墳を築き，それぞれの遺骨を埋葬した。このとき，両家から贈り合っ

た新郎・新婦の婚礼衣裳を棺の底に敷いた「七星板」の上に置き，さらにその上に遺骨を載せたそ

うである。

　③祭杷・入養　新婦家では，両名の祭杷を永続させるべく，「祭田」として蜜柑園約1，500坪
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（時価約1，000万ウォン）を買って贈与したいと申し出たという。新郎のM家自体も村で有数の財

産家で，新郎はその長男であるから相当の相続分が予定されている。両名の祭杷は，現在新郎の父

が担当しているものの，いずれ直弟である次男（やはり東京留学中）が結婚して，何名かの息子を

儲けることになれば，その長男が亡き伯父夫婦の養子となるはずだそうである。その時には養子が
チヨンガ

宗家（本家）を継承し，新郎の直弟（次男）は分家に出ていくことになるという。

　当地では，長男の死霊結婚は宗家の家系を継承する養子を迎える前提条件とさえ考えられている。

換言すれば，養子を迎えるには．まずその養父となる人を死霊結婚させなければならないのである。

養子には養父・養母の両親が必ず揃っていなければならないともいい，その際養父母の生死は問わ

ないのだそうである。

　なお，当地では死霊結婚でも正式の夫婦であり，戸籍簿への記入は不可能としても「族譜」には

きちんと記載して，世代1代を計算するきまりである。

　以上，済州道の2例について検討し，その特徴をさぐってみると，次のようにまとめることがで

きよう。

　①　目的・動機……まず注目すべきは，前述江原・慶尚・忠清・全羅各道，すなわち陸地部の諸

例と異なり，＜事例7＞・＜事例8＞の両例ともに慰霊・解冤の目的が表出していないことである。

もちろん済州道にそうした習俗が全く見られないというわけではない。済州島の南海岸，西帰浦辺
　　　　　　　　チヨニヨグイシン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シンバン

では娘の死霊を「処女鬼神」と呼び，遺族に崇りをすることがあり，「神房」（巫蜆）に頼んで慰

霊のクッをしてもらうことがあるという。現に島の西端，大静邑慕慧浦のL家において1973年，そ

の8年前18歳で病死した娘のため，1972年に35歳で未婚のまま病死した済州市出身の新郎を迎えて

挙げられた“チュグンホンサ”では，伝統的な婚礼に引き続き，済州市内から招かれた「神房」

たち（女4名，男1名）によって死霊慰撫の「チルチヌンクッ”儘ヌ1セテ，「道浄めのクッ」

の意）が盛大に催されたという〔1975年8月26日調査。インフォーマント：韓児隻氏，69歳，済州

市一徒2洞居住〕。

　したがって，済州道内に慰霊・解冤を目的とする死霊結婚の事例がないわけではないが，〈事例

7＞・＜事例8＞に見られるように「入養・立嗣型」が卓越していると言って差支えなかろう。そ

の入養・立嗣の動機は祭杷の継承にあり，結果として祖霊昇格も実現することになる。

　②　新婚者両名の関係・状態……両例とも「無縁者型」の「男女双方死」のケースである。ただ

し〈事例8＞は未婚青年男女同士の場合であるのに，〈事例7＞は既婚男子と未婚女子との死霊結

婚である。

　③　儀礼……死霊結婚とはいえ婚儀は伝統的な儒教風の方式によって行われ，「祝文」も紙にき

ちんと書いて読み上げられるのであった。その儀式は，〈事例7＞では新郎の墓前において，〈事

例8＞では新郎家においてそれぞれ催され，いずれも移葬を伴って夫婦の双墳が築造された。この

点は前述全羅南道の場合と同じく，中国の華北に普遍的な「遺骨重視型」と一致する。

　儀礼の執行者としては，＜事例7＞・＜事例8＞のいずれにも占い師・「神房」等シャーマンは

1人も登場してこない。この点も華北における死霊結婚と共通している。ただし，済州道において

シャーマンの関与を全面的に否認するものでないことは前述したとおりである。総じて，陸地部に

おいては「シャーマン関与型」が濃密に分布しているのに，済州道ではそうした事例がきわめて稀

薄だということは確かである。
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　すなわち，済州道の死霊結婚では慰霊・解冤の目的が乏しくて入養・立嗣が強く意識され，遺骨

重視の儀礼が発達していて，ほとんどシャーマンに関与させないといった諸特徴を有している。こ

れらの諸点を指して，「陸地型」と対照的な「済州型」なる類型を認定しようというわけである

〔崔吉城　1985：33〕。

おわりに

　以上，中国・日本・韓国の東アジア3か国における死霊結婚の習俗について検討を重ねてきた。

とくにそれぞれの習俗の位相に対して注目し，随所に地域的な比較の努力を払った。ここに韓国の

習俗を中心に据え，死霊結婚の目的・動機，新婚者の関係・状態，儀礼の内容・執行者の各項目に

わたって再び比較・総括を行い，もって本稿の「おわりに」に代えたい。

　（1）死霊結婚の目的・動機

　筆者は中国の習俗を整理しながら，死霊結婚の目的・動機に①慰霊。解冤型，②祖霊昇格型，③

入養・立嗣型の3類型の存在を確認した。なお①の慰霊と解冤との間には微妙な差異があり，場合

によっては慰霊型と解冤型とに分離した方がよいとも述べておいた。

　さて．韓国においては事例として提示された江原・慶尚・忠清・全羅の各道，すなわち陸地部の

事例はすべて慰霊・解冤型に属し，さらに事例には現われてこなかったが，済州道でも全く将外と

は言い得ない状況であった。

　慰霊型は日本の山形県・青森県，中国の華北に分布し，慰霊・解寛型は日本の沖縄地方と中国の

華南・台湾で発達している。すなわち，濃淡の差は生じていても，この型は東アジア3か国の全域

に見られることになる。そうすると，死後の世界を管理し，死霊の統制をよくすることができる特

殊職能者としてシャーマンが死霊結婚に何らかの関与を果たし，さらに主宰するに至るのは，いわ

ば当然の成行きといえよう。

　慰霊・解寛が達成された後には，その死霊は正式な祭杷を享けることになる。すなわち目的とす

るわけではなくとも結果として祖霊昇格が実現するのである。この点が明白なのは全羅南道の事例

で，中国の華北・華南・台湾の習俗と一致する。ただし，日本にはこの種の習俗は見られない。

　入養・立嗣型は済州道に顕著であり，全羅南道でも結果として入養・立嗣を導出する事例が確認

された。また入養・立嗣が実行されれば，その結果として死霊はやはり祖霊への昇格が実現される。

このような入養・立嗣型は中国の華北にきわめて稠密であった。すなわち，結果としての祖霊昇格

は，全羅南道では慰霊・解冤の後に，済州道では入養・立嗣の後にそれぞれ成立するもので，華北

はその両方の場合と結合している。なお日本には，この入養・立嗣型は全く発現していない。

　（2）新婚者両名の関係・状態

　死霊結婚の新婚者両名の関係として，筆者は大きく①有縁者型，②無縁者型に分け，さらにそれ

ぞれの状態を（4）男女双方死（▲一●），（n）男死女生（▲一〇），㈲男生女死（△＝●）に細分し，

合計6種類に区分してみた。

　中国では（とくに華北において），有縁者型は3型のすべて，無縁者型も男死女生（▲一〇）を

除く他の2型が出現することを述べた。

　韓国では提示された事例のすべてが無縁者型の男女双方死（▲＝＝●）であった。しかも，既婚男
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子と未婚女子の1例を除いて，他は全部未婚青年男女同士の場合ばかりであった。この国では確か

に無縁者型の未婚男女双方死の習俗が卓越しているといえるが，その他の種類が全く見られないわ

けではない。例えば崔吉城は，慶尚北道盈徳郡南亭面富興洞において有縁者型の男女双方死の事例

1例，江原道東草市と釜山直轄市忠武洞において有縁者型の男死女生の事例合計2例をそれぞれ発

見したと記している〔崔吉城　1985：16－17〕。いずれも正式の結婚式を挙げずに内縁のまま，前

者は夫婦ともに，後者は夫が死亡したことに基づく死霊結婚であった。また崔在錫も済州市におい

て無縁者型の男死女生の事例を得たことを報告している〔崔在錫　1978：119　一　122（1979：236・－

238）〕。これらの事例について国外に類例を求めると，盈徳郡南亭面における有縁者型の男女双方死

は日本の沖縄地方に見られ，束草市と釜山直轄市における有縁者型の男死女生は中国の「過門守貞」

に通ずるものであり，さらに済州市における無縁者型の男死女生は日本の山形県だけに行われるも

ので，しかもそれは中国の華北において唯一認められない型のものと一致している。ただし，これ

ら韓国の諸例にはいずれも特殊な事情が内包されており，一般的な習俗とはいえない。

　㈲　死霊結婚の儀礼

　死霊結婚の儀礼には，まず内容の上で遺骨重視型と位牌重視型とがあり，さらに執行者をめぐっ

てシャーマン関与型と非関与型とがあることを述べた。遺骨重視型は中国の華北に，位牌重視型と

シャーマン関与型は台湾にそれぞれ顕著であった。

　韓国においては遺骨重視型は全羅南道と済州道に濃く分布し，他の諸道には稀薄である。この型

において全羅南道が済州道との近似性を示していることは注目すべきである。崔吉城が「済州型」

を立てて済州の特異性を強調したのに，いわゆる「陸地型」に属するはずの全羅南道の習俗が他の

陸地部諸道とは態様を異にして済州島に類似しているとは，少なくともこの限りにおいては「済州

型」と「陸地型」の区分が意味を失ってしまうわけである。韓国内バリエーションについてもっと

もっと追究しなければならないことを意味するものでもあろう。遺骨重視型に並ぶ位牌重視型は，

位牌（神主）自体に対する観念と祭杷の相違もあって，韓国では全域にかけて顕在化していない。

　シャーマン関与型は，韓国においては全域に確認され，とくに陸地部では死霊結婚とシャーマン

は密接な関連を有している。シャーマンは死霊を管轄しうる特殊職能者であることは既述したとお

りである。この点に注目すれば，シャーマン関与型こそ，実は死霊結婚の習俗の本質に深くかかわっ

ているもので，この習俗の成立を考えるたあにも大いに役立っものといえる。この型が中国の華北と

韓国の済州道に稀薄なことは確かであるが，この両地域では入養・立嗣型が卓越していることで補

完の意味を果たしているようである。すなわち，祭祖継承者・家系継承者としての養子迎え入れが

確立され，制度化するとともに，逆にシャーマンの関与・主導は退化していったのではなかろうか

とも考えられる。

　最後に，以上の検討結果を表示してみると，次ページのような一覧表になる。
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死霊結婚一覧表

ω目的
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